
 

 

植木地区における「し尿等の処理」について 
 
 
 
 

１ 背景 

 

植木地区の家庭ごみ、し尿は、山鹿植木広域行政事務組合（以下、事務組合）にお

いて共同処理を行ってきたが、令和３年度末までにクリーンセンター（焼却施設）、リ

サイクルプラザ（資源物選別施設）が閉鎖され、現在、山鹿衛生処理センター（し尿処

理施設）、最終処分場（埋立地）のみ共同処理を行っている。 

植木地区のし尿等については、事務組合が所有する山鹿衛生処理センターで処理

しているが、老朽化に伴い令和６年度末をもって廃止予定である。 

そのため、令和３年３月、山鹿市と協定書を締結し、山鹿市の下水処理を行ってい

る山鹿浄水センターに前処理施設の建設等を行い、共同で活用することとしている。 

 

２ 施設の概要 

 

現（～令和６年度） 
 

新（令和７年度～） 

名称 山鹿衛生処理センター 
 

名称 山鹿浄水センター 

所有者 山鹿植木広域行政事務組合 
 

所有者 山鹿市 

所在地 山鹿市山鹿２０５５ 
 

所在地 山鹿市山鹿２０５７ 

処理能力 ９２㎥/日 
 
処理能力 ２４,６００㎥/日 

敷地面積 ４,５０４㎡ 
 
敷地面積 ３４,２７４㎡ 

 

 

 

 

 

環境局 浄化対策課 

１ 
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スタンプ



 

３ 本市負担（見込み） 

 

（１）建設工事費 

●山鹿市が建設工事を実施し、その負担割合は、前処理施設へのし尿等の流入

量で算出。 

≪建設工事費≫ 約１４億４千万円（山鹿市において契約済） 
うち、熊本市負担額 約１億９千万円 （年間 約１千３百万円） 

※国庫補助金 1/2、起債 1/2とし、交付税措置後の経費を両市で負担 

※償還期間は令和７年度から１５年間 （利息等が別途必要） 

 

（２）維持管理費 

●負担割合は、前処理施設へのし尿等の流入量で算出。 

≪維持管理費≫ 約１億２千７百万円 （年間） 
うち、熊本市負担額 約６千６百万円 （年間） 

※建設する前処理施設や山鹿浄水センターの維持管理費（一部）、し尿

等の処理費、減価償却費等を両市で負担 

 

４ 今後のスケジュール 

    

令和５年度 
４月 山鹿浄水センター（山鹿市所有）に前処理施設等の建設工事

着工 

 

３月 令和６年第１回定例会議案提出予定 
・事務の委託（山鹿浄水センター） 
・規約の変更（山鹿衛生処理センター） 
・財産処分（山鹿衛生処理センター） 
※両市で同時に議案を提出する予定 

令和６年度 
４月 山鹿浄水センター（山鹿市所有）の事務委託に関する規約等
の締結 

 １２月 山鹿浄水センター（山鹿市所有）の工事完了 

 ３月 山鹿衛生処理センター（事務組合所有）の共同処理の終了 

令和７年度 ４月 山鹿浄水センター（山鹿市所有）の供用開始 

令和８年度 山鹿衛生処理センター（事務組合所有）の解体工事 

 

２ 


